
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

税法上の優遇措置について 
 

個人住民税の寄附金控除制度が拡充されました!! 
 
1 個人が支払った寄附金控除（※控除を受けるためには確定申告等が必要です） 

 
ｱ 所得税の優遇措置（所得税法第７８条）  
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人※1等に対し特定寄附金を支出したときは

寄附金控除として所得から控除されます。 
 
（ 所得金額 －所得控除額※２ ）× 税率 ＝ 控除後税額   

※2 所得控除額 ＝ 社会福祉法人等への寄附金合計額 － ２千円  
 
ｲ 住民税の優遇措置（県条例等）  
 県及び市町村が条例で指定した寄附金のうち、２千円を越える部分について、次の率

を乗じた額が寄附をした翌年度の個人住民税から税額控除されます。 
 
① 宮崎県のみが条例指定した寄附金 
（ 寄附金額 － ２千円 ） × ４％ ＝ 税額控除  
② 市町村のみが条例指定した寄附金         
（ 寄附金額 － ２千円 ） × ６％ ＝ 税額控除       

    ③ 県及び市町村の両方が条例指定した寄附金       
（ 寄附金額 － ２千円 ） × 10％ ＝ 税額控除 

 
 
２ 法人が支払った寄附金の損金算入（法人税法第３７条） 
 
① 会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、 

所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。 
 
② 特定公益増進法人※１に対する寄附金については、一般の寄附金とは別枠で寄附
金の合計額と特別損金算入限度額といずれか少ない金額の範囲内で損金に算入

されます。 
 

    ※１特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等（一般社団法人及び一般財団法人を除きます。）
その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉

への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人（社会福祉法人等）をいいます。 
 


